
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　密閉容器内部を隔壁で隔てて複数のセルに分割し、該セルの各々に単電池を形成した密
閉型電池モジュールにおいて、
　前記隔壁は、前記容器に荷重が加わって所定の許容値を超える応力が該容器の外壁に生
じる前に、該荷重によって変形する変形部を有

　密閉型電池モジュール。
【請求項２】
　前記単電池は二次電池である請求項１記載の密閉型電池モジュール。
【請求項３】
　請求項１記載の密閉型電池モジュールであって、
　前記変形部は、前記荷重によって塑性変形する部材である密閉型電池モジュール。
【請求項４】
　請求項１記載の密閉型電池モジュールであって、
　前記変形部は、前記荷重によって弾性変形する部材である密閉型電池モジュール。
【請求項５】
　密閉容器内部を隔壁で隔てて複数のセルに分割し、該セルの各々に単電池を形成した密
閉型電池モジュールにおいて、
　前記隔壁は、前記容器に荷重が加わって所定の許容値を超える応力が該容器の外壁に生
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し、
　前記変形部は前記隔壁の中央部のみに設けられている、



じる前に、該荷重によって変形する変形部を有

密閉型電池モジュール。
【請求項６】
　応力の前記所定の許容値は、前記容器の外壁が破損する応力に対応して定められた値で
ある請求項１ないし５のいずれかに記載の密閉型電池モジュール。
【請求項７】
　前記荷重によって容器の外壁に生じる応力は、前記隔壁と接合する付近に生じる応力で
ある請求項１ないし５のいずれかに記載の密閉型電池モジュール。
【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、密閉型二次電池モジュールの構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
密閉型の二次電池は、電池を傾けても電解液がこぼれることがなく、乾電池のように装着
姿勢を選ばず使用することができるので、各種機器の電源として広く使用されている。ま
た、各種機器が要求する電力特性に適合するように複数の密閉型二次電池を接続して、一
体に構成した電池モジュールも広く使用されている。
【０００３】
かかる電池モジュールは、密閉容器の内部が隔壁で複数の小部屋（セルと呼ばれる）に分
割された構造となっていて、各セルには電解液や正極板や負極板などが収容され、セルの
１つ１つが小さな二次電池となっている。これら各セルは電気的に直列あるいは並列に電
気的に接続されている。また電池モジュールには、電力を取り出すための２つの端子（正
端子と負端子）が設けられている。
【０００４】
二次電池は、一般に、電池の使用条件あるいは充・放電条件によっては極板から気体が発
生して電池内圧が上昇する場合がある。また、例えば電池モジュールに何かが干渉して密
閉容器に外力が加わる場合もある。このような場合を考慮して、電池モジュールの外壁は
これら荷重によっても容易に破損しないような強度に作られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、電池モジュールの内圧が密閉容器の耐圧以上に上昇したり、あるいは電池モジュ
ールに許容値を超える大きな外力が加わると、密閉容器の外壁に亀裂などが生じるおそれ
がある。
【０００６】
この発明は、従来技術における上述のような問題を解決するためになされたものであり、
電池モジュールの密閉容器に許容値以上の荷重が作用した場合にも、容器外壁に亀裂が発
生することを回避可能な密閉型電池モジュールを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、本発明の密閉式電池モジュールは、次の構
成を採用した。すなわち、密閉容器内部を隔壁で隔てて複数のセルに分割し、該セルの各
々に単電池を形成した密閉型電池モジュールにおいて、前記隔壁は、前記容器に荷重が加
わって所定の許容値を超える応力が該容器の外壁に生じる前に、該荷重によって変形する
変形部を有
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し、
　前記変形部は、前記容器の外壁に生じる応力が所定の許容値を越える前に破壊するよう
な強度に設定された部材である、

　前記隔壁において、中央部の肉厚は他の部分よりも薄く作られており、
　前記肉厚が薄くなっている部分が前記変形部として機能する、
　請求項１ないし７のいずれかに記載の密閉型電池モジュール。

し、前記変形部は前記隔壁の中央部のみに設けられている。



【０００８】
かかる密閉型電池モジュールにおいては、密閉容器に荷重が加わって該容器の外壁に生じ
る応力が所定の許容値よりも大きくなる前に、隔壁に設けた変形部が該荷重によって変形
する。
【０００９】
密閉容器内部が隔壁で複数のセルに隔てられている場合、該隔壁は容器の外壁を拘束する
ことになるので、該隔壁が荷重を受けて変形すれば、該外壁に生じている応力が減少し、
所定の許容値を超えることを回避することができる。ここで所定の許容値を越える応力と
は、外壁に直ちに亀裂などが生じることはないが繰り返し加わることで亀裂が生じるよう
な応力であってもよい。外壁に生じる応力が許容値以下に抑えられれば、外壁に亀裂等が
生じることを避けることができる。
【００１０】
かかる電池モジュールの各セルに収納される単電池は二次電池であってもよい。二次電池
は、充電時あるいは放電時の条件によって、電極から気体が発生したりして容器内圧が上
昇する場合がある。このような場合に、容器外壁に所定の許容値を超える応力が生じる以
前に隔壁が変形すれば、該外壁の応力が抑制されるので、外壁に亀裂が生じることを回避
することが可能となる。
【００１１】
かかる電池モジュールの前記変形部は、前記外壁に生じる応力が所定の許容値を超える以
前に、塑性変形する変形部であってもよい。
【００１２】
容器に所定以上の荷重が加わったときに隔壁が塑性変形すれば、容器外壁に生じる応力が
緩和されて、亀裂が生じることを回避することができるので好適である。
【００１３】
かかる電池モジュールの前記変形部は、前記外壁に生じる応力が所定の許容値を超える以
前に、弾性変形する変形部であってもよい。
【００１４】
前記変形部が弾性変形すれば、容器の外壁に許容値を超える応力が生じて亀裂が入ること
を回避可能であるとともに、荷重が除かれたときには元の形状に復元して、再び通常の使
用に供することができるので好適である。
【００１５】
かかる電池モジュールの前記変形部は、前記外壁に生じる応力が所定の許容値を超える前
に、破壊するような強度に設定された変形部であってもよい。
【００１６】
容器に所定以上の荷重が加わったときに隔壁が破壊すれば、前記外壁に生じる応力を緩和
することができる。その結果、容器外壁に亀裂などが生じることを回避することが可能と
なる。
【００１７】
かかる電池モジュールにおいては、前記容器の外壁と前記隔壁とが接合する付近で該外壁
に局所的に生じる応力が所定の許容値を超える前に、該荷重によって前記変形部が変形す
るようにしてもよい。
【００１８】
前記容器の外壁は、該容器内部を隔てる隔壁によって変形が拘束された状態となっている
ので、荷重が加わった場合に、隔壁と接合する付近の外壁に局所的に高い応力が生じやす
い。そこで隔壁との接合部付近の外壁に局所的に生じる応力が所定の許容値に達する前に
、外角癖の変形部が変形するようにしておけば、この部分に亀裂などが生じることを避け
ることができるので好適である。
【００１９】
【発明の他の態様】
密閉型電池モジュールの密閉容器には、容器内圧が上昇して内側から荷重が加わる場合も
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あれば、他の部材が干渉したりして容器の外側から荷重が加わる場合もある。いずれの場
合にも、容器の外壁の応力が所定の許容値を超える以前に、前記変形部が変形すれば、該
外壁に亀裂などが生じることを回避することができる。従って、本発明は次のような他の
態様も含んでいる。すなわち、容器内圧の上昇による外壁の破損を回避するための態様は
、
請求項１記載の密閉型電池モジュールであって、
前記変形部は、前記容器の内圧が上昇した場合、該容器外壁に生じる応力が許容値を越え
る前に、該容器の外壁が外側に膨らむように変形する部材である密閉型電池モジュールと
しての態様である。
【００２０】
また、容器の外側から加わる荷重による外壁の破損を回避するための態様は、
請求項１記載の密閉型電池モジュールであって、
前記変形部は、前記容器が外側から荷重を受けた場合、該容器外壁に生じる応力が許容値
を越える前に、該容器の外壁が内側に凹むように変形する部材である密閉型電池モジュー
ルとしての態様である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の作用・効果をより明確に説明するために、本発明の実施の形態を、次のような順
序に従って説明する。
Ａ．装置構成：
Ｂ．第１実施例：
Ｃ．第２実施例：
【００２２】
Ａ．装置構成：
図１は、本実施例の密閉型電池モジュールを搭載したハイブリッド車両の構成を示す説明
図である。ハイブリッド車両とは、エンジンと電動機とを動力源とする車両のことである
。図示するように、本実施例の密閉型電池モジュールを搭載したハイブリッド車両は、エ
ンジン１０と、モータ２０と、トルクコンバータ３０と、駆動回路４０と、バッテリユニ
ット５０と、制御ユニット７０と、変速機８０などから構成されている。本実施例の密閉
型電池モジュール１００は、バッテリユニット５０の主要部品として使用されている。以
下、ハイブリッド車両を構成する各要素について簡単に説明する。
【００２３】
エンジン１０は、通常のガソリンエンジンである。エンジン１０の出力軸１２は、モータ
２０のロータ２２に結合されている。
【００２４】
モータ２０は、ロータ２２とステータ２４とを備える三相の同期モータである。ロータ２
２の外周面には複数個の永久磁石が設けられており、ステータ２４の内周面に設けられた
ティース間には、回転磁界を形成するための三相コイルが巻回されている。ステータ２４
の三相コイルに交流電流を流すと回転磁界が発生し、この回転磁界と、ロータ２２の永久
磁石による磁界との相互作用によってロータ２２が回転する。三相コイルに流す交流電流
の電流値および周波数を制御することにより、モータ２０の駆動力および回転速度を制御
することができる。また、ロータ２２が外力によって回転させられる場合には、これらの
磁界の相互作用によって三相コイルの両端に起電力が生じ、モータ２０は発電機として機
能する。
【００２５】
駆動回路４０は、半導体素子を用いて構成されたインバータである。駆動回路４０は、ス
テータ２４に巻回された三組のコイルの各端子と、後述するバッテリユニット５０の直流
電源とを接続するスイッチとしての機能を有している。駆動回路４０が制御ユニット７０
の制御の下で、ステータ２４の三相コイルに印加する電圧を次々に切り換えて各コイルに
電流を流すと回転磁界が発生し、モータ２０が回転駆動される。また、ロータ２２が外力
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によって回転させられる場合は、駆動回路４０が制御ユニット７０の制御の下で、三相コ
イルの各端子とバッテリユニット５０との接続を次々と切り換えることで、三相コイルに
生じる交流起電力を直流起電力に変換し、バッテリユニット５０に電力を蓄えておくこと
ができる。バッテリユニット５０については後述する。
【００２６】
制御ユニット７０は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどを備えるワンチップ・マイクロコンピ
ュータである。ＲＯＭに記録されたプログラムをＣＰＵが実行することによって、制御ユ
ニット７０はエンジン１０あるいは駆動回路４０などの制御を行うことができる。
【００２７】
トルクコンバータ３０は、液体を利用した周知の動力伝達機構であり、トルクコンバータ
３０の入力軸１３はモータ２０のロータ２２に結合されている。トルクコンバータ３０は
密閉状態となっており、内部にはトランスミッションオイルが封入されている。トルクコ
ンバータの入力軸１３および出力軸１４の各端部には、複数のブレードを有するタービン
がそれぞれに設けられており、入力軸１３側のタービンと出力軸１４側のタービンとが互
いに対向する状態で、トルクコンバータ３０の内部に設けられている。入力軸１３が回転
すると、トランスミッションオイルを介して入力軸１３側のタービンから出力軸１４側の
タービンにトルクが伝わり、出力軸１４から変速機８０に出力される。
【００２８】
変速機８０は、遊星ギヤ機構と、複数のクラッチなどから構成された周知の自動変速機で
ある。クラッチの結合状態を変更すると、遊星ギヤ機構によって入力軸と出力軸１５との
間の変速比が切り替わるようになっている。これらクラッチの動作は、制御ユニット７０
によって制御されている。変速機の出力軸１５は、ディファレンシャルギヤ１６を介して
車軸１７に結合されている。
【００２９】
以上のような構成のハイブリッド車両は、エンジン１０あるいはモータ２０から出力され
る駆動力を、トルクコンバータ３０を介して変速機８０に伝達し、変速機８０で増速ある
いは減速して車軸１７に伝達して車両を駆動する。車両の運転条件に応じて、エンジン１
０およびモータ２０の２つの動力源を使い分けることによって、車両全体としてのエネル
ギ効率を向上させている。例えば、車両の制動時にはモータ２０を発電機として機能させ
、車両の運動エネルギを電気エネルギに変換してバッテリユニット５０に充電しておく。
車両の加速時などの大きな出力が必要な場合には、エンジン１０の出力が不足する部分を
モータ２０で補う。このようにモータ２０を有効に活用すれば、エンジン１０をもっとも
燃費が良くなる条件で運転することができるので、ハイブリッド車両全体としてのエネル
ギ効率を向上させることができる。
【００３０】
図２は、バッテリユニット５０の構造を概念的に示した説明図である。バッテリユニット
５０は、ケース５２内に複数個の密閉型電池モジュール１００が格納された構造となって
いる。図３は、密閉型電池モジュール１００の外観形状を示した説明図である。本実施例
の密閉型電池モジュール１００は、薄い箱型形状をしたモジュール容器１０２に正極端子
１０４および負極端子１０６の２つの端子が突設された形状となっている。この実施例で
は、バッテリユニット５０のケース５２内には、図３に示した形状の密閉型電池モジュー
ル１００が３８個格納されている。各密閉型電池モジュール１００は電気配線５８で互い
に直列に接続され、バッテリユニット５０の正極側出力端子５４および負極側出力端子５
６に接続されている。このように複数個の電池モジュールを組み合わせることによって、
所望の電圧および電流値のバッテリユニット５０を構成することができる。
【００３１】
放電時あるいは充電時には内部抵抗によって密閉型電池モジュール１００はジュール熱を
発生する。このため、ジュール熱を放出することができるように、電池モジュールは互い
に一定の間隔をおいて設置されている。
【００３２】
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図４は、本実施例の密閉型電池モジュール１００の構造を説明するための説明図である。
密閉型電池モジュール１００は、ロアケース１１０に複数個の単電池１２０を格納し、ア
ッパプレート１１６で密封した構造となっている。ロアケース１１０の内部は、隔壁１１
２によって、セルと呼ばれる複数の小部屋に分割されていて、各セルには単電池１２０が
１つずつ格納されている。図４に示す例では、ロアケース１１０は６つのセルに区分され
ており、各セル毎に全部で６つの単電池１２０が格納されている。ロアケース１１０は、
ナイロンなどの絶縁性の高い樹脂材料を用いて形成されている。
【００３３】
単電池１２０は、正電極１２２と負電極１２４とセパレータ１２６とを互い違いに複数組
積層して形成される。正電極１２２はその一端で正極板１２８に溶接され、負電極１２４
はその一端で負極板１２９に溶接されている。このような単電池１２０を電解液とともに
セルに格納すると、正極板１２８と負極板１２９との間に起電力が発生する。セパレータ
１２６は、正電極１２２および負電極１２４とが電気的に接触しないように、各電極間に
１枚ずつ挿入され、紙あるいは樹脂製のガス透過性の良い不織布で作られている。
【００３４】
本実施例の単電池１２０はいわゆるニッケル－水素二次電池であり、正電極１２２の材質
にはニッケル系の合金を、負電極１２４の材質には水素吸蔵合金を使用している。また、
電解液には強アルカリ溶液を用いている。もちろん、ニッケル－水素二次電池に限られず
、他のあらゆる密閉型電池モジュールに適用することができる。
【００３５】
このような単電池１２０をロアケース１１０の各セルに格納した後、隣り合う単電池の正
極板と負極板とを、電線などの導電性部材１１８で互いに接続する。各セルを隔てる隔壁
１１２の上部には、導電性部材１１８を通すための切り欠き部１１４が設けられている。
こうして６つの単電池を電気的に接続したら、両端の単電池の正極板１２８および負極板
１２９を、それぞれ密閉型電池モジュール１００の正極端子１０４および負極端子１０６
に溶接する。その後、各セル内に電解液を充填し、アッパプレート１１６を被せてロアケ
ース１１０と接着すると、密閉型電池モジュール１００が完成する。
【００３６】
以上のような構造を有する本実施例の電池モジュール１００は、ロアケース１１０とアッ
パプレート１１６とを接着した後は、モジュールを傾けても内部の電解液が漏れ出すこと
はない。本実施例では、１個当たり１．２Ｖの起電力を発生するニッケル－水素電池を６
つ直列に接続しているので、１つの電池モジュール１００で７．２Ｖの電力を得ることが
できる。
【００３７】
電池モジュール１００が電力を放電すると、電池モジュール１００の内部抵抗によりジュ
ール熱が発生する。また、電池モジュール１００に充電する場合にも、内部抵抗によって
ジュール熱が発生する。本実施例の電池モジュール１００は、図３ないし図４に示すよう
な扁平な形状をしているために、体積に対して表面積が大きく、従ってジュール熱を効果
的に放出することが可能となっている。
【００３８】
また一般に、二次電池は過充電時あるいは過放電時には、電解液が電気分解されて電極か
らガスが発生する。本実施例のいわゆるニッケル－水素二次電池においても、過充電時に
は酸素ガスが、過放電時には水素ガスがそれぞれ正極板側から発生し、電池モジュール１
００の内圧を一時的に上昇させる。電池モジュール１００のロアケース１１０およびアッ
パプレート１１６は、このような圧力上昇に耐え得るような強度に作られている。
【００３９】
Ｂ．第１実施例：
図５は、第１実施例の電池モジュール１００に使用されるロアケース１１０の一部を拡大
して示した説明図である。図示されているように、第１実施例のロアケース１１０内を隔
てる隔壁１１２は、平板を屏風のように折り曲げたような形状をしている。参考までに、
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隔壁が容器壁面とほぼ同厚に形成されている通常のロアケース９１０の拡大図を図６に示
す。
【００４０】
図５に示すような隔壁形状を有する第１実施例の電池モジュール１００は、次のような理
由から、モジュール容器１０２の内圧が異常上昇した場合にも、容器外壁に亀裂などが入
ることがない。図７は、このことを説明するための説明図である。図７（ａ）は、第１実
施例の電池モジュール１００を上方から見たときの様子を概念的に示した説明図である。
モジュール容器１０２の内部が隔壁１１２で６つのセルに区切られている様子を破線で示
している。電池モジュール１００が過充電状態あるいは過放電状態となると、正極板から
ガスが発生する。各セルは隔壁１１２によって隔てられているが、隔壁上部には隣接する
セルの極板を導通させるための切り欠き部１１４が設けられているので、各セルの内圧は
等しく上昇していく。モジュール容器１０２は所定の内圧上昇には耐えられるように作ら
れている。従って、圧力上昇量が小さければ、モジュール容器１０２はほとんど変形する
ことはない。
【００４１】
図７（ｂ）は、車両の運転状態によって過充電状態あるいは過放電状態が長時間持続した
といった理由から、電池モジュール１００の内圧が大きく上昇したときの状態を示した説
明図である。電池モジュール１００の内圧が大きく上昇するとモジュール容器１０２の壁
面には大きな荷重が加わるので、図示するように隔壁１１２が弾性変形し、モジュール容
器１０２の側壁が外側に膨らむように変形する。このような変形に伴ってモジュール容器
１０２の容積が増大すると、それに応じて容器内圧が減少する。この結果、容器の変形に
要する力と容器内圧とが釣り合うことになる。
【００４２】
図７（ｃ）は、図６に示したような、容器壁面とほぼ同厚の隔壁を有する電池モジュール
９００の内圧が、大きく上昇したときの様子を示す説明図である。隔壁は、容器壁面とほ
ぼ同厚を有しているので壁面の変形が隔壁９１２によって妨げられる。その結果、モジュ
ール容器９０２は図７（ｃ）に示すように、隔壁部分でくびれたような形状に変形する。
すなわち、平板形状の隔壁９１２の両端に隔壁を引き延ばすような荷重が加わっても、ロ
アケース本体と同じ樹脂材料で形成された壁面はほとんど伸長することはない。そのため
、モジュール容器９０２の壁面は隔壁部分で拘束された状態となって、図７（ｃ）のよう
な形状に変形する。このように、モジュール容器９０２の壁面が隔壁部分で拘束されてい
るので、容器壁面が多少外側に膨らんでも容積の増加量は僅かであり、壁面変形による容
器内圧の低下量も僅かである。このため、容器壁面は更に外側に膨らむように変形するこ
とになる。このように変形すると、例えば図７（ｃ）の矢印Ａで示した部分のような、容
器壁面と隔壁との接合部付近には大きな曲げ変形が加わることになり、この付近に高い応
力が発生する。また、モジュール容器９０２の壁面と隔壁９１２の接合部近傍で曲げ剛性
が急激に変化することによって、この付近に応力集中が発生する。こうして容器壁面に局
所的に発生した応力が、ロアケース材料の許容応力を越えると、モジュール容器９０２に
亀裂が生じるおそれがある。
【００４３】
これに対して、第１実施例の隔壁１１２は、図５に示したように平板を折り曲げたような
形状をしているために、ある程度の荷重が隔壁１１２を引き延ばす方向に加わると隔壁１
１２が伸長し、その結果、モジュール容器１０２は図７（ｂ）に示すように、隔壁部分が
それ程くびれることなく、全体的に膨らんだような形状に変形することになる。図７（ｂ
）と図７（ｃ）とを比較すれば明らかなように、モジュール容器が図７（ｂ）に示すよう
な形状、すなわち隔壁部分であまりくびれることなく全体的に膨らんだ形状に変形をして
いる場合には、容器壁面に大きな曲げ変形は生じない。このため、第１実施例のモジュー
ル容器１０２には亀裂などが入るおそれを回避することができるのである。
【００４４】
以上、電池モジュールの内圧が上昇する場合について説明したが、第１実施例の電池モジ
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ュール１００は、このような場合に限らず、例えば外部から荷重を受ける場合にも、モジ
ュール容器１０２に亀裂などが入る事態を回避することができる。以下、この理由につい
て図８を用いて説明する。
【００４５】
図８（ａ）は、第１実施例の電池モジュール１００と他の部材とが干渉して、モジュール
容器１０２の壁面に外側から荷重が作用したときに、モジュール容器１０２が変形する様
子を示す説明図である。また、図８（ｂ）は、容器壁面とほぼ同厚の隔壁を有する電池モ
ジュール９００（図６参照）に、外側から荷重が作用している様子を示す説明図である。
説明の都合上、図８（ｂ）の場合、容器壁面とほぼ同厚の隔壁を有する電池モジュール９
００の場合について、初めに説明する。
【００４６】
図８（ｂ）では、外部から加わる荷重を矢印Ｂで示している。モジュール容器９０２の外
側から荷重が加わると、外側から隔壁を圧縮する方向に荷重が隔壁９１２に作用する。こ
こで、ロアケース本体と同じ樹脂材料で形成された隔壁はほとんど圧縮されることはなく
、そのためモジュール容器９０２の壁面は、図８（ｂ）に示すように、荷重を受ける付近
が大きく凹むように変形する。このような形状に変形すると、矢印Ｃの付近で容器壁面は
大きな曲げ変形を受けることになる。その結果、この部分でモジュール容器９０２に亀裂
などが入るおそれがある。
【００４７】
これに対して、第１実施例の隔壁１１２は、図５に示したように平板を折り曲げたような
形状をしているので、ある程度の荷重が加わると隔壁１１２は圧縮され得る。すなわち、
図８（ａ）の矢印Ｂで示したような荷重が加わると、荷重点付近の隔壁１１２が縮むよう
に変形し、その結果、図示するように、モジュール容器１０２の壁面が広い範囲で変形す
る。図８（ａ）と図８（ｂ）とを比較すれば明らかなように、モジュール容器が図８（ａ
）に示すような変形、すなわち容器壁面が広い範囲で凹むように変形している場合には、
容器壁面に大きな曲げ変形は生じない。このため、第１実施例のモジュール容器１０２に
は亀裂などが入り難くなるのである。
【００４８】
以上の説明においては、隔壁１１２は平板を折り畳んだような形状をしていて、モジュー
ル容器に外力が加わると、折り畳んだ部分で屈曲するように隔壁が弾性変形するものとし
て説明した。もっとも、折り畳んだ部分がこのような弾性変形する場合に限らず、塑性変
形するものであっても構わない。例えば、モジュール容器に所定以上の外力が加わると、
折れ曲がった部分で隔壁が切断されるようにしてもよい。折れ曲がった部分の隔壁が荷重
によって切断されれば、モジュール容器の壁面に生じる応力が減少するので、容器壁面に
亀裂が入ることを回避することができる。
【００４９】
また、以上説明した第１実施例の電池モジュール１００においては、隔壁１１２は平板を
折り畳んだような形状をしているものとして説明したが、隔壁は外部からの荷重に応じて
伸縮可能に変形する形状であればよく、必ずしも図５に示した形状に限られない。例えば
、図９に示すように、湾曲した形状の隔壁２１２としてもよい。あるいは隔壁の一部が湾
曲した形状となっていても構わない。このような形状の隔壁２１２を有するロアケース２
１０でモジュール容器を形成すれば、モジュール容器に外力が作用しても、容器外壁に亀
裂などが入ることを回避することができる。
【００５０】
Ｃ．第２実施例：
図１０は、第２実施例の電池モジュール３００に使用されるロアケース３１０の一部を拡
大して示した説明図である。図示されているように、第２実施例のロアケース３１０の内
部を隔てる隔壁３１２は、中央部の肉厚が薄く作られている。
【００５１】
図１０に示すような隔壁形状を有する第２実施例の電池モジュール３００は、次のような
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理由から、モジュール容器３０２の内圧が異常上昇した場合でも、容器の外壁に亀裂が生
じ難くなっている。図１１は、このことを説明するための説明図であり、第２実施例の電
池モジュール３００を上方から見たときの様子を概念的に示した説明図である。電池モジ
ュール３００が過充電状態あるいは過放電状態となると正極板からガスが発生し、モジュ
ール容器３０２の内圧が上昇していく。圧力上昇量が小さければ、第２実施例のモジュー
ル容器３０２はほとんど変形することはない。
【００５２】
車両の運転状態によって過充電状態あるいは過放電状態が長時間持続したといった理由か
ら、電池モジュール３００の内圧が大きく上昇すると、モジュール容器３０２の壁面には
大きな荷重が加わり、隔壁３１２には強い引張荷重を受けるようになる。隔壁３１２は、
ロアケース３１０と同じ樹脂材料で形成されているので、引張荷重が加わってもほとんど
伸張することはなく、従って、モジュール容器３１０の壁面は隔壁３１２との接合部で拘
束された状態となっている。すなわち、第２実施例の電池モジュール３００の内圧が上昇
すると、モジュール容器３０２の外壁は、先に図７（ｃ）に示したように、隔壁のある部
分がくびれたような形状に変形する。ここで、図１０に示したように、第２実施例のモジ
ュール容器３０２の隔壁３１２は、隔壁の一部肉厚が薄く作られている。このため、容器
内圧が更に上昇すると容器壁面に亀裂が入る前に隔壁に肉厚が薄くなっている部分が破断
する。図１１は、矢印Ｂの部分で隔壁３１２が破断した状態を示す説明図である。図１１
に示すように、隔壁３１２が破断すると、その付近の容器壁面は拘束を解かれて外側に膨
らむように変形することができるので、容積が増大して容器内圧が減少する。この結果、
容器壁面に生じる応力の値が減少して、亀裂の発生を回避することが可能となる。
【００５３】
隔壁３１２が破断して隣接するセルの電解液が相互に流動するような状態になると、それ
らセルはあたかも１つのセルとして機能することになるので、電池モジュール３００全体
としての起電力は低下してしまう。すなわち、電池モジュール３００の端子電圧を計測す
ることで、隔壁が破断した電池モジュール３００を検出することができる。このように端
子電圧の低下した不良の電池モジュールが見いだされたら、その電池モジュールのみを交
換すればよい。
【００５４】
以上に説明した第２実施例の電池モジュール３００では、隔壁３１２の一部肉厚が薄くな
っているものとして説明したが、モジュール容器外壁に亀裂が入る前に破断するような隔
壁であれば、隔壁の形状は図１０に示した形状に限られるものではない。例えば、図１２
に示すように、全体の肉厚を薄く形成した隔壁４１２を用いても構わない。
【００５５】
以上、各種の実施例について説明してきたが、本発明は上記すべての実施例に限られるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実施することができる。
【００５６】
例えば、図１３あるいは図１４に示すように、２つの突起状の部材を組み合わせて隔壁を
形成しても良い。すなわち、図１３に示すように、モジュール容器の一方の壁面に突起５
１２ａを設けるとともに、反対側の壁面から突起５１２ａに対向するように突起５１２ｂ
を設け、２つの突起５１２ａ，５１２ｂによって、隔壁５１２を形成する。２つの突起５
１２ａと５１２ｂとは、間を電解液が通過できないようにぴったりと接触させておく。あ
るいは、図１４に示すように、モジュール容器の一方の壁面から突起６１２ａを、反対側
の壁面から突起６１２ｂを設け、２つの突起６１２ａ，６１２ｂによって隔壁６１２を形
成しても良い。この場合も２つの突起６１２ａと６１２ｂとは、間を電解液が通過できな
いようにぴったりと接触させておく。
【００５７】
図１３あるいは図１４に示すような隔壁を有する電池モジュールは、モジュール容器の内
圧がさほど高く場合には、２つの突起状の部材で形成される隔壁５１２あるいは６１２に
よってセル同士が分離され、電池モジュールの両端子ではセル数に相当する起電力を得る
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ことができる。モジュール容器の内圧がある程度まで上昇すると、隔壁５１２あるいは隔
壁６１２は容器壁面を拘束することはないため、容器壁面全体が変形する。このため、モ
ジュール容器の壁面に大きな応力が発生することがないので、容器壁面に亀裂などが入る
おそれがない。
【００５８】
また、図１４に示すような隔壁を有する電池モジュールは、外部から荷重を受ける場合に
もモジュール容器に亀裂などが入ることを回避することができる。すなわち、図１４に示
されている隔壁６１２は、前述した第１実施例の場合と同様、隔壁を縮めるような方向の
荷重に対して、圧縮方向に変形可能であり、外部から受ける荷重に対しても容器壁面を拘
束することがない。この結果、モジュール容器の壁面が広い範囲で変形し得るので、局所
的に大きな応力がモジュール容器の壁面に発生することがなく、容器に亀裂が入ることを
回避することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の電池モジュールをハイブリッド車両に適用した場合の機能ブロック図
である。
【図２】本実施例の電池モジュールを用いて構成されたバッテリユニットの構造を概念的
に示す説明図である。
【図３】本実施例の電池モジュールの外観形状を例示する説明図である。
【図４】本実施例の電池モジュールの構造を示すための分解組立図である。
【図５】第１実施例の電池モジュールの隔壁形状を示す説明図である。
【図６】第１実施例と対比される電池モジュールの隔壁形状を示す説明図である。
【図７】第１実施例の電池モジュールにおいては、モジュール内圧が異常上昇してもモジ
ュール容器の外壁に亀裂が入り難い理由を説明するための説明図である。
【図８】第１実施例の電池モジュールにおいては、モジュール容器に外部から荷重が加わ
る場合にもモジュール容器の外壁に亀裂が入り難い理由を説明するための説明図である。
【図９】第１実施例の電池モジュールの隔壁形状の変形例を例示する説明図である。
【図１０】第２実施例の電池モジュールの隔壁形状を示す説明図である。
【図１１】第２実施例の電池モジュールにおいては、モジュール内圧が異常上昇してもモ
ジュール容器の外壁に亀裂が入り難い理由を説明するための説明図である。
【図１２】第２実施例の電池モジュールの隔壁形状の変形例を例示する説明図である。
【図１３】他の態様の電池モジュールの隔壁形状を示す説明図である。
【図１４】他の態様の電池モジュールの隔壁形状を示す説明図である。
【符号の説明】
１０…エンジン
１２…出力軸
１３…入力軸
１４…出力軸
１５…出力軸
１６…ディファレンシャルギヤ
１７…車軸
２０…モータ
２２…ロータ
２４…ステータ
３０…トルクコンバータ
４０…駆動回路
５０…バッテリユニット
５２…ケース
５４…正極側出力端子
５６…負極側出力端子
５８…電気配線
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７０…制御ユニット
８０…変速機
１００…電池モジュール
１０２…モジュール容器
１０４…正極端子
１０６…負極端子
１１０…ロアケース
１１２…隔壁
１１４…切り欠き部
１１６…アッパプレート
１１８…導電性部材
１２０…単電池
１２２…正電極
１２４…負電極
１２６…セパレータ
１２８…正極板
１２９…負極板
２１０…ロアケース
２１２…隔壁
３００…電池モジュール
３０２…モジュール容器
３１０…モジュール容器
３１０…ロアケース
３１２…隔壁
４１２…隔壁
５１２…隔壁
５１２ａ，５１２ｂ…突起部材
６１２…隔壁
６１２ａ，６１２ｂ…突起部材
９００…電池モジュール
９０２…モジュール容器
９１０…ロアケース
９１２…隔壁
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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